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復興を通じた 
国土交通行政の転換

～持続可能で活力ある国土・地域づくりへ向けて～



第1章 震災からの復興と国土交通行政の転換

第１節 震災からの復興

1 東北地方の現状

　未曾有の大震災であった東日本大震災の発生から１年余が過ぎ、被災地においてインフラ・交通の復旧が
進むとともに、新しいまちづくりへ向けた復興が動きはじめている。被災地を含む東北地方の現状を概観す
る。

（人口の減少）
　被害の多かった岩手県・宮城県・福島県の３県においては、死者・行方不明者数18,870人に加え、県外へ
の転出超過数（転出人口－転入人口）は41,216人（前年同期の約４倍）となっており、震災関連死の死者数
を含め、人口が約６万１千人減少している。これら住民基本台帳上の住所の移転届出のあった転出超過数の
うち３万人余が福島県からの転出超過数であるが、福島県による調査では、62,736人が県外へ避難とされて
おり、住民基本台帳上の住所を移転していない避難者も多くいる。
　３県ともに震災直後は転出超過数が大きかったが、岩手県と宮城県では、平成23年７月から24年２月ま
で転入超過が続いた。福島県では、転出超過幅は縮小しているものの、転出超過が続いている。24年３月に
は、再び３県ともに転出超過となった。

死者・行方不明者数
（平成24年4月4日現在）

震災関連死の死者数
（速報値）

（平成24年3月31現在） 

転出超過数（注1）

（平成23年3月～
24年2月期）

5,908

11,143

1,819

18,870

193
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1,590

3,179

5,469

32,568

41,216

岩手県

宮城県

福島県

合計

（単位：人）

（注）１　転出者数から転入者数を差し引いた人数。住民基本
台帳人口移動報告（総務省）のデータであり、住民
基本台帳上の住所の移転のない避難者、外国人は含
まれない。

　　　２　３県による調査（平成24年4月5日現在）では、福島
県62,736人、宮城県8,462人、岩手県1,575人が県
外へ避難。

資料）死者・行方不明者数（警察庁資料）、震災関連死の死者数
（復興庁資料）、転出超過数（住民基本台帳人口移動報告
［総務省］）

岩手県・宮城県・福島県の人口減少図表1
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（人）

岩手県・宮城県・福島県の転出超過数の推移図表 2

　さらに、23年３月から11月までの３県の人口転出先を見ると、岩手県、宮城県からは首都圏（１都３県）
への転出がほとんどを占める（岩手県86.2％、宮城県91.0％）のに対し、福島県からは全国に転出しており、
首都圏への転出超過は全体の38.4％と少ない。

●岩手県 ●宮城県

●福島県

（注）転出超過数について記載
資料）総務省「住民基本台帳人口移動報告」

より国土交通省作成
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岩手県・宮城県・福島県からの人口転出先（平成23年３月～11月期）図表3

　さらに、平成23年における３県の転入・転出超過数を年齢別に見ると、宮城県で20歳代の転出超過数が
急増したほか、福島県では、０～14歳の区分と、25～44歳の区分において転出超過数が急増している。岩
手県では15～24歳の区分の転出超過数が多いが、震災以前からの傾向でもある。
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資料）総務省「住民基本台帳人口移動報告」より国土交通省作成
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年齢５歳階級別転出超過数図表4
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　岩手県、宮城県、福島県内の状況を見ると、津波被害の大きかった沿岸部で人口が減少する一方で、盛岡
市、仙台市においては人口が増加している（平成23年３月～24年２月：仙台市7,080人増、盛岡市1,349
人増）。沿岸被災地や福島県の被災者の一部が両県の中核都市及びその周辺へ移動していると推察される。
　また、千葉県では、液状化で大きな被害を受けた東京湾沿いの京葉地域の一部をはじめとして人口が転出
超過となり、23年の人口は、昭和31年以来、55年ぶりの転出超過となった。同様に液状化等の被害を受け
た茨城県でも、人口が平成20年以来３年ぶりに転出超過に転じた。

人口増減 +1001以上

人口増減 501～1000

人口増減 101～500

人口増減 0～100

人口増減 -1～-100

人口増減 -101～-500

人口増減 -501～-1000

人口増減 -1001以上

資料） 岩手県：毎月人口推計、
宮城県：市町村別推計人口（月報）、
福島県：現住人口調査月報、
千葉県：毎月常住人口調査、
茨城県：茨城県の人口と世帯（推計）

より国土交通省作成

宮城県

福島県

岩手県

千葉県茨城県

市区町村別の推計人口増減数（平成 23年3月～24 年2月の累計）図表5

（生産は回復基調だが、業種によっては停滞）
　東北地方では、東日本大震災の影響により、景気は依然として厳しい状況にあるものの、持ち直している。
東北地方の鉱工業生産は、他の地域に比べて震災後に大幅に減少し、未だ震災前の水準を下回っているもの
の、震災後の減産分を取り戻す動きや被災企業の復旧等から、緩やかな増加傾向にある。輸送機械工業は、
自動車サプライチェーンの寸断の影響等により全国的に急落したものの、平成23年６月には、全国に先んじ
て震災前の水準まで回復した。震災直後に生産が停止していた鉄鋼業、パルプ・紙・紙加工品工業について
は、太平洋沿岸部の生産設備復旧に伴い、回復の動きが見られる。しかしながら、食料品・たばこ工業の生
産水準は弱含みで推移している。
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（注）「東北地方」は青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県の６県

資料）経済産業省資料より国土交通省作成

東北地方における鉱工業生産指数の推移図表 6

　今回の大震災が生産活動に与えた影響は、被災地のみならず日本全国に広範に及ぶものであった。国土交
通省においては、一定の前提を置いた経済モデルにおいて、震災により資本所得（資本ストックから得られるフ
ローの所得で、産業連関表上の営業余剰と資本減耗引当の和）が減少したことによる波及的な影響について
地域別に算定を試みた。

【首都圏】

茨城県県北
－1,015 億円

茨城県県央
－471 億円

茨城県鹿行
－421 億円

千葉県印旛・香取地域
－289 億円

千葉県太平洋沿岸地域（北部）
－169 億円

千葉県太平洋沿岸地域（南部）
－12億円

千葉県内房地域
－1,068 億円

茨城県県南・県西
－896 億円

全国計 約 1.25兆円/年減少
東北圏 約1.40兆円/年減少
岩手 約4,000億円/年減少
宮城 約7,600億円/年減少
福島 約3,800億円/年減少

図１　被災状況の推計結果（域内総生産）

【東北圏】 岩手県沿岸部
（宮古市、釜石市等）

－3,222 億円

岩手県内陸北部
－393 億円

岩手県内陸南部
－404 億円

宮城県沿岸北部
－2,146 億円

宮城県内陸部
（仙台市泉区・青葉区・太白区等）

－3,139 億円

宮城県沿岸南部
（仙台市宮城野区・若林区、名取市等）

－2,345 億円
　

福島県浜通り
－2,139 億円

福島県会津
－276 億円 福島県中通り

－1,335 億円

資料）国土交通省

　その結果、域内総生産については、全国約1.25兆円の減少（0.25％減）、県別では宮城、岩手、福島、茨城、
千葉の順で減少が大きい。ゾーン別では、岩手県沿岸部(3,222億円、約48％減)、宮城県内陸部(3,139億円、
約10％減)、宮城県沿岸南部(2,345億円、約6％減)の順で減少額が大きい（図１）。被災地（本試算において
被災率を算定した地域で、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県）以外は生産の代替効果等によりプラスの

東日本大震災に伴う被災状況の推計コ ラ ム
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（消費は、震災特需の影響も寄与し増加傾向）
　消費動向は、震災後の復旧・復興特需もあって増加を続け、震災前の水準まで回復している。大型小売店
（百貨店・スーパー）では、衣料品や食料品の販売好調から前年の水準及び全国水準を上回っている。コンビ
ニエンスストアでも、復興支援者の需要等から同様に前年の水準及び全国水準を上回っている。
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（注）「東北地方」は青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県の６県

資料）経済産業省「商業販売統計」より国土交通省作成

大型小売店販売額

前年比（東北） 前年比（全国）販売額（東北）
平成23年 平成24年

（億円） （前年比：％）

（注）「東北地方」は青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県の６県

資料）経済産業省「商業販売統計」より国土交通省作成

コンビニエンスストア販売額

前年比（東北） 前年比（全国）販売額（東北）
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東北地方における個人消費の推移図表7

　また、乗用車についても、宮城県14
万６千台、岩手県４万台、福島県５万台が
津波により流失したと推計されているとこ
ろであるが、震災による買い換え需要等か
ら前年比増加が見られる。

（公共投資の大幅増加）
　建設投資注は、平成23年度は41兆9,900億円とな
る見込みであり、24年度は45兆3,100億円となる見
通しである。うち、東北への建設投資は、23年度は
４兆5,200億円となる見込みであり、24年度は、５兆
8,700億円の見通しである。東北３県における公共
工事（請負金額ベース）は、復旧・復興需要が寄与し、
前年同月比増で推移している。国土交通省では、東
日本大震災からの復旧・復興等に係る建設投資によっ
て、23年度に17万４千人程度、24年度に49万８千
人程度の雇用創出効果を見込んでいる。

影響があったとの結果が得られているが、同被災地からの中間投入の減少による影響のみを抽出すると、いわ
ゆるサプライチェーンの寸断による部品調達の支障が全国の全てのエリアにわたっていることがわかる（図２）。
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図２　被災状況の推計結果（岩手、宮城、福島、千葉、茨城からの中間投入減少額）
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　また、一人当たり実質所得水準も全ての地域でマイナスとなっており（図３）、被災による影響は家計部門に
おいても全国的に拡大している。
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図３　被災状況の推計結果（一人当たり実質所得水準）
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　本試算においては、一部の資本が毀損したことを前提としており、社会資本ストックの毀損の影響は加味し
ていないが、経済機能が集中している首都圏等において大規模地震等が発生した場合に全国に与えるインパク
トは更に大きなものとなることが予想される。今後起こりえる大規模災害に対しては、全国的なレベルでストッ
クの毀損に対する影響を抑える総合的な取組みが必要である。

〈本試算の留意点〉
　○�本モデルでは、震災による資本所得の減少が１年間回復しなかった場合の経済的影響のみを測定しているため、復興関連事業の実施
等の影響、原発事故やそれに伴う風評被害の影響、震災後の経済変化（タイ集中豪雨による自動車産業等への影響、円高による輸出
への影響等）は一切考慮されていない。

　○�本試算で、資本所得の減少の算定基礎となる被害率を算定した地域以外の地域（特に復興特区の対象区域である北海道、青森県、栃
木県、埼玉県、新潟県、長野県）は資本所得の減少がないという前提となっている。

　○�このため、傾向的に被災によるマイナスの影響が小さくなる傾向があり、被災地の現場感覚とズレが生ずる可能性がある。
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（注）東北の建設投資額は、建設投資推計を、建設総合統計の地域別出来高
の比率により配分し推計したものである。
平成23年度については、平成23年度建設総合統計の結果を元に東日本大
震災の復旧・復興等に係る建設投資を見込んでいる。
平成24年度については、平成23年度建設総合統計の結果や予算状況を元
に東日本大震災の復旧・復興等に係る建設投資を見込んでいる。

資料）国土交通省
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453,100

29.9

7.97.9

建設投資額の推移図表9

注　�「建設投資」とは、我が国の全国の建設活動の見通しを出来高ベースで把握したもの。建築（住宅、非住宅）、土木（政府、民間）から構成される。
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（住宅着工は持ち直しの動き）
　東北３県の住宅着工戸数は、震災直後前年同月比減で推移した後、持ち直しの動きが見られる。
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住宅着工戸数図表11

（復興のための民間投資も活発化）
　復旧・復興需要を主な背景として、その他の民間投資も活発である。東北３県の民間土木工事受注額を見
ると、前年同月比が高い水準で推移している。
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資料）国土交通省「建設工事受注動態統計調査」
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民間等からの土木工事等受注額図表12

　さらに、事務所、倉庫等の非居住用建築物の着工動向も活発であり、前年同月比で増加基調となっている。
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資料）国土交通省「建築着工統計調査（月報）」

86.8

130.2
－7.9

－21.0

－43.5

－5.9

－12.3

3.6

49.0

105.5

33.7

－15.7

5.9
16.8

－2.2

28.1

11.9

13.5

2.3

16.7

－18.2

3.0
9.9

14.2
8.3

11.6

－14.5
－6.8

－22.0

－0.2

－25.3

－0.8

－43.4

15.8

－14.5

90.3

35.9

31.0

4.7
37.8

13.8

－34.1

81.1

－47.7 －35.6

112.8

34.7 17.6
51.8

334.486.8

130.2

－17.7 － 9.7

－7.9

－21.0

－43.5

－5.9

－12.3 －15.7

－2.2

－18.2

－14.5
－6.8

－22.0

－0.2

－25.3

－0.8

－43.4

－14.5

－34.1 －47.7 －35.6

－17.7 － 9.7

非居住用着工建築物床面積図表13
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（百万円） （前年比：％）岩手県

前年比請負金額

平成23年 平成24年

30.1

129.7

6.0

71.0

27.0

115.4

78.7

180.9

268.7

449.5

（百万円） （前年比：％）全国

前年比請負金額

3.5

3.3 3.2

6.8

0.6

8.5

16.8

8.0

（百万円） （前年比：％）福島県

前年比請負金額

平成23年 平成24年 平成23年 平成24年

▲37.9

22.3
29.9

57.8

38.3

87.5

187.2
216.8

306.7

（百万円） （前年比：％）宮城県

前年比請負金額

平成23年 平成24年

－39.9
0.6

33.8 29.0 31.5
26.0

26.7

329.7

146.0

79.3

181.3

352.7

資料）北海道建設業信用保証、東日本、西日本の各建設業保証資料より国土交通省作成

192.3

440.8

352.4

119.1
5.4

30.1

129.7

6.0

71.0

27.0

115.4

78.7

180.9

268.7

449.5

3.5

3.3 3.2

6.8

0.6

8.5

16.8

8.0

－37.9

22.3
29.9

57.8

38.3

87.5

187.2
216.8

306.7

－39.9
0.6

33.8 29.0 31.5
26.0

26.7

329.7

146.0

79.3

181.3

352.7

192.3

440.8

352.4

119.1
5.4

前年比

－3.5

－11.2

－14.1

－3.4

－15.9

－3.5

－11.2

－14.1

－3.4

－15.9

－21.5

－55.4
－17.1

－21.5

－55.4
－17.1

－50.7
－44.3 －36.9

－37.4－50.7
－44.3 －36.9

－37.4

公共工事請負金額図表10
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（雇用は改善するも、ミスマッチが発生）
　東北３県の有効求人倍率は、震災直後に落ち込ん
だものの、震災関連の建設工事等の需要増加を受け
て求人数が増加する一方で、求職者数が減少したこ
とから、上昇している。
　しかしながら、例えば宮城県においては、建設業等
における有効求人倍率が6.84倍（建設躯体工事）、
11.04倍（保安［警備員等］）と高くなっており、回復
基調の産業分野も1.42倍（金属加工）、1.09倍（輸
送用機械）となっている一方で、地場産業である食料
品製造業における有効求人倍率が0.50倍と全国より
低い倍率で推移するなど、求人と求職のミスマッチが
見られる。

（注）平成23年３月の宮城県の建設躯体工事の有効求人倍率は「建設・土木作業」の分類となっているため不明
資料）厚生労働省「職業安定業務統計」、宮城労働局「安定所別求人・求職バランス」より国土交通省作成
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（倍）

平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年

建設躯体工事

宮城全国

（倍） 保安

宮城全国

6.84

4.73

（倍） 食料品製造

宮城全国

0.96

0.50

（倍） 輸送用機械

宮城全国

1.09

0.93

（倍） 金属加工

宮城全国

1.42

1.20

11.04

3.75

平成23年 平成24年 平成23年 平成24年

有効求人倍率（建設躯体工事、保安、金属加工、輸送用機械、食料品製造）図表15

（輸送は回復基調）
　東北３県のトラック輸送について見ると、インフラ
やサプライチェーンの寸断等により、大幅に落ち込ん
だものの、復旧・復興に伴い、輸送量が回復しつつあ
る。
　また、現地の企業動向を反映する一般貨物注１に比
べ、宅配便が多い特別積合せ貨物注２のほうが回復は
早く、平成23年５月以降はほぼ前年並みで推移して
いる。
　港湾取扱量については、太平洋側は、港湾の被災等
により、取扱量が大幅に落ち込んだものの、港の復旧
に伴って回復し、23年10月以降前年同月比増となっ
た。国際拠点港湾である仙台塩釜港においては、震災後、コンテナ取扱個数が急落し、ゼロとなったが、23
年６月の一部供用開始以降回復を見せ、23年12月には前年比の約７割まで回復、13,031TEU注３となってい
る。日本海側（秋田・山形）については、太平洋側（青森・岩手・宮城・福島・茨城）の代替輸送により、
大幅に増加した。
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（前年比：%）

（注）１　太平洋側は、青森県（八戸港）、宮城県（石巻港、仙台塩釜港）、福島県（相
馬港、小名浜港）、茨城県（茨城港（日立、常陸那珂、大洗）、鹿島港）の合
計。日本海側は、秋田県（能代港、船川港、秋田港）、山形県（酒田港）の
合計

　　　２　相馬港の１月、２月分については、未報告
　　　３　岩手県（久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港）については、釜石港、大船

渡港の震災後のデータが未報告のため、算入していない。
資料）国土交通省「港湾調査」

日本海側太平洋側

平成 23年

東北地方の港湾別取扱量の推移図表17
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資料）国土交通省「港湾調査」

平成22年平成23年

18,074

13,031

対前年比
72.1％

仙台塩釜港のコンテナ取扱個数の推移図表18

　航空貨物輸送は、仙台空港において、震災後急落し、23年８月から回復基調にあるものの、前年同月比は
５割程度と低調に推移している。
　航空旅客輸送については、仙台空港において、震災後急落したが、23年４月を底として輸送人員は増加し、
震災前である22年の水準に戻っている。また、その他の空港についても、震災前の水準に戻っている。

平成23年 平成24年

岩手県全国 宮城県 福島県

資料）厚生労働省「職業安定業務統計」より国土交通省作成
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有効求人倍率（季節調整値）の推移
（東北３県：全国）

図表14

全国（特積み）

全国（一般貨物）

東北３県（特積み）

東北３県（一般貨物）
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－50.0

－40.0

－30.0

－20.0

－10.0

0.0

10.0

20.0

1110987654321

特別積合せ及び一般貨物の推移（全国、東北３県）

（注）東北3県の特積みは7事業者、一般貨物は21事業者より聞き取り
資料）トラック輸送情報

（前年比：％）

月

トラック輸送の推移（東北３県：全国）図表16

注１　一般貨物とは、主に荷主ごとにまとまった荷物を車両単位で貸し切って目的地まで直接運ぶものをいう。
注２　特別積合せとは、複数の荷主の貨物を積み合わせてターミナル間での幹線輸送等を定期的に行うものをいう。宅配便はここに含まれる。
注３　�TEU（Twenty-foot�equivalent�unit）とは、コンテナ船の積載能力やコンテナターミナルの貨物取扱数等を示すために使われる、貨物容量を表す

単位。１TEUは20フィートコンテナ１個分を示す。
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（トン）

（注）１　拠点空港（国管理空港）…仙台空港
２　拠点空港（特定地方管理空港）…秋田空港、山形空港
３　地方管理空港…青森空港、花巻空港、大館能代空港、庄内空港、福島空港

資料）国土交通省「空港管理状況調書」

拠点空港
（特定地方
管理空港）
23年
拠点空港
（特定地方
管理空港）
22年

拠点空港
（国管理空港）
23年
拠点空港
（国管理空港）
22年

地方管理空港
23年
地方管理空港
22年

空港利用概況（東北地区）　貨物量図表19
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（注）１　拠点空港（国管理空港）…仙台空港
２　拠点空港（特定地方管理空港）…秋田空港、山形空港
３　地方管理空港…青森空港、花巻空港、大館能代空港、庄内空港、福島空港

資料）国土交通省「空港管理状況調書」

拠点空港
（特定地方
管理空港）
23年
拠点空港
（特定地方
管理空港）
22年

拠点空港
（国管理空港）
23年
拠点空港
（国管理空港）
22年

地方管理空港
23年
地方管理空港
22年

東北地区の空港利用旅客数の推移図表 20

（観光の落ち込み）
　観光は、震災後、大きく落ち込んだ後、
回復基調にあるものの、依然として厳し
い状況である。他県からの宿泊者数を見
ると、福島県では平成23年３月に前年同
月比で約６割減、12月時点でなお前年同
月比約２割減である。宮城県も震災以降
前年同月比が概ねマイナスで推移してい
る。

2 インフラ・交通の着実な復旧・復興

　国土交通省が所管する各種公共施設についても、着実な復旧・復興が進められている。現在の工程表では、
　・�海岸対策については、仙台空港や下水処理場等復旧・復興に不可欠な施設が背後にある区間は概ね平成
24年度末目途に本復旧完了、その他の区間は概ね５年での本復旧完了

　・�河川対策については、国管理区間の堤防について、平成24年出水期（６月頃～）までに、一部を除き本
復旧を完了予定。液状化対策については、24年度中に完了予定。津波の遡上が想定される区間におい
ては、津波対策等として必要な高さの堤防整備を概ね５年を目途に完了予定

　・�下水道については、各地方公共団体の復興計画と整合を図りつつ、24年度末までに、大規模な処理場１
箇所を除き、全箇所において通常処理を開始

　・�道路については、①高速道路は、24年末までに警戒区域内を除き本復旧完了、②直轄国道は、24年度末
までに本復旧を完了予定（なお、国道45号の橋梁等大規模な被災箇所については、地域の復旧計画を
踏まえて復旧）、③復興道路・復興支援道路は、23年度補正予算で18区間224㎞を新規事業化。既に
事業に着手していた区間のうち、24年度には八戸南道路（5.3km）、普代バイパス（4.2km）、東北横断
自動車道釜石秋田線（宮守～東和）（24.0km）を供用予定

　・�鉄道のうち、復旧が完了していない路線については、①旅客鉄道は、26年４月頃に三陸鉄道、27年度内
にJR仙石線が全線運転再開等、②貨物専用の鉄道は、24年12月までに全線運転再開

　・空港については、24年度末までに耐震化完了

　・�港湾については、特に重要な港湾施設については、24年度内で復旧完了。また、27年度までに本復旧
完了

　・�土砂災害対策については、24年梅雨期までに崩壊発生箇所等の緊急的な対策を完了予定。また、復興
に不可欠な重要交通網等に甚大な被害を及ぼすおそれが高まっている箇所等の対策は27年末までに逐
次完了予定

となっている。それぞれの詳細な復興工程は図表22のとおりである。

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

１．海岸対策

２．河川対策

（該当する処理場　合計１４箇所）
　ⅰ) （宮城県）仙塩浄化センター、県南浄化センター　　　　　　　　　　　　　　　　計２箇所
　ⅱ) （岩手県）釜石市　大平下水処理場
　　　 （宮城県）石巻東部浄化センター、仙台市　南蒲生浄化センター           　計３箇所
　ⅲ) （岩手県）大船渡市　大船渡浄化センター、大槌町　大槌浄化センター、野田村　野田浄化センター
　　　 （宮城県）気仙沼市　津谷街浄化センター、山元町　山元浄化センター
　　　 （福島県）相馬市　相馬市下水処理場、広野町　広野浄化センター　　　　計７箇所
　ⅳ) （岩手県）陸前高田市　陸前高田浄化センター　（宮城県）気仙沼市　気仙沼終末処理場　　計２箇所

52H42H３２H
H26以降

（目標水質）
　簡易処理（沈殿＋消毒）　　　　　    BOD 120mg/l
　暫定処理（沈殿＋曝気＋消毒）　　BOD 120～60mg/l
　中級処理（生物処理等）　　　　　　 BOD 60～15mg/l
　通常処理　 　　　　　　　　　　　　　　 BOD 15mg/l以下

３．下水道対策

ⅰ) 主に大規模な
処理場の復旧①

ⅱ) 主に大規模な
処理場の復旧②

ⅲ) 中小規模の
処理場の復旧

ⅳ) 復興計画に
基づく復旧

施工準備

（堤防設計等）

期水出期水出

（※）避難判断水位等を引き下げて運用

本復旧（河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、市町村策定の復興計画等を
踏まえ、整備を逐次完了し、概ね５年を目途に全箇所復旧完了。）

出水期

応急対策

施工準備

（堤防設計等）

応急対策
※地域生活・産業・物

流・農業の復旧・復興に

不可欠な施設が背後に

ある海岸（約50km）

本復旧（逐次完了し、全ての区間について概ね５年での完了を目指す。）
（ただし、国施工区間（代行区間を含む）のうち、仙台空港や下水処理場等の地域の復旧・復興に不可欠な施設が背後にある区間において、

概ね平成２４年度末を目途に完了することを目標とする。）

復旧堤防高さの公表

（9/9:宮城県、10/8:福島県、9/26・10/20岩手県）

いて本復旧完了

（※）避難判断水位等を引き下げて運用

簡易処理

簡易処理

簡易処理

簡易処理

暫定処理 通常処理

中級処理

通常処理

通常処理と同程度の処理をしつつ、本復旧については復興計画に基づき実施

通常処理

本復旧工事

本復旧工事

本復旧工事

通常処理の開始

通常処理の開始

通常処理の開始

※放流先の状況を見ながら処理レベルを向上

（１）道路

道
路
の
復
旧

復興道路・
復興支援道路

４．交通網

津波防災地域
づくりに係る
道路整備

応急復旧
・４月２８日までに

一般車両通行可能

本復旧高速道路

直轄国道

応急復旧
・４月１０日までに

概ね復旧

・７月１０日までに

広域迂回解消

自治体

管理道路

逐次供用開始

地方公共団体毎の復興計画を踏まえつつ、事業推進復興計画の策定

本復旧応急復旧

本復旧

※ 国道45号の橋梁等大規模な被災箇所は地域の復興計画を踏まえて復旧

ﾙｰﾄ確定

（8月末）
測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手

用地・工事の推進（事業中）

（新規着手）
※基本的な流れ

国管理）H２４年出水期（６月頃～）を目途に被

災前と同程度の安全水準を確保県管

理）約６割の595箇所につ

復興工程表（東日本大震災復興対策本部、平成 23年11月）図表 22
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（注）宿泊者のうち、観光目的とする宿泊者が全体の50%以上と回答した施設への他県からの宿泊者数
資料）観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成

青森県 岩手県 宮城県
秋田県 山形県 福島県（前年比：％）

（92千人）
（45千人）
（91千人）
（38千人）
（129千人）
（154千人）

各県毎の他県からの宿泊者数対前年同月比（H23/
H22）の推移（観光客中心の施設）

図表 21

12 国土交通白書

震災からの復興第 1 節

13国土交通白書

震災からの復興 第 1 節

震
災
か
ら
の
復
興
と
国
土
交
通
行
政
の
転
換

第　
章
1

第　
章
1

震
災
か
ら
の
復
興
と
国
土
交
通
行
政
の
転
換



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
52H42H３２H

H26以降

（２）鉄道
Ⅰ．旅客鉄道

（３）空港

②現行ルートの
変更も含めたま
ちづくりと一体と
なった復旧（沿岸
部のＪＲ東日本
の被災６路線）

Ⅱ．貨物鉄道
　（３鉄道事業
者）

復
　
旧
　
関
　
係

仙
　
台
　
空
　
港

復興関係

①現行ルートで
の復旧（三陸鉄
道、JR八戸線）

復旧工事
Ｈ２６年４月頃

三陸鉄道全線運

転再開見込み

Ｈ２４年４月

当初

JR八戸線全線

運転再開見込

み

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

その他のインフラ施設の復旧（排水機能の

復旧等）について、順次実施

旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙの

本格復旧

★ 4/13民航機の就航再開

空港の耐震及び津波対策等を実施

★ ９/25旅客ターミナル完全復旧、国内線・国際線定期便とも運航再開完了

★ 10/1空港アクセス鉄道全線運転再開

Ｈ２５年３月ま

でに全線復旧

工事終了見込

み（※）

（※）運転再開時期は、沿線の荷主企業の復旧状況、出荷設備の整備状況により決定

（４）港湾

八戸港

久慈港

宮古港

釜石港

大船渡港

石巻港

仙台塩釜港

製紙、飼料、木材加工等の

産業復興に必要な施設から

順次本復旧

施工準備

（設計等）

鉄鋼、飼料等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

施工準備

（調査、設計）

造船、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

施工準備

（調査、設計）

八太郎地区コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、製紙、製鉄、飼料等の産業復興
に必要な施設への安全な船舶の入出港や安定的な港湾荷役の確保のために必要な防波
堤や航路・泊地から順次本復旧

施工準備

（調査、設計）

応急

復旧

高砂国際コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、

完成自動車の輸出等産業復興に必要な施設から順次本復旧

施工

準備

（調査・設計） ☆高砂国際コンテナターミナルは、23年11月中に北米航路の就航を可能とする

木材加工、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

施工準備

（調査、設計等） （湾口防波堤）まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧
27年度末完了見込み

施工準備

（調査、設計）

セメント等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

（湾口防波堤）まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧 27年度末完了見込み

応急

復旧

施工

準備

（調査・設計）

☆八太郎地区北防波堤（中央部）については、24年度内の概成を目指す

応急

復旧

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
52H42H３２H

H26以降

相馬港

小名浜港

茨城港
日立港区

茨城港
常陸那珂港区

茨城港
大洗港区

鹿島港

国際海上コンテナ等

基幹的輸送を担う施設から
国際海上コンテナ等

基幹的輸送を担う施設から

基幹的輸送を担う内航コンテナ施設から順次本復旧
施工準備

（調査、設計） （沖防波堤）火力発電所への燃料の安定供給等の支障にならないように計画的に復旧 27年度末完了見込み

火力発電所への燃料の安定供給に必要な施設、

化学工業・非鉄金属工業等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

応急

復旧
施工準備

（調査、設計）

応急

復旧

施工

準備

（調査・設計）

基幹的輸送を担う北海道との定期RORO輸送に必要な施設、

完成自動車の輸出入等産業復興に必要な施設から順次本復旧

応急

復旧

施工

準備

（調査・設計）

北ふ頭コンテナターミナル等

基幹的輸送を担う施設から順次本復旧

応急

復旧

基幹的輸送を担う北海道とのフェリー輸送

に必要な施設から順次本復旧
施工

準備

（調査・設計）

☆コンテナ等が利用する北ふ頭A岸壁は、23年度内に復旧を図る

☆フェリーが利用する第3ふ頭は、23年度内に復旧を図る

応急

復旧

施工

準備

（調査・設計）

※石油化学、鉄鋼、飼料、木材加工等の産業復興に必要な施設から順次本復旧

鹿島臨海工業地帯に原料を搬入する

大型船舶の水深を確保するために航路・泊地を本復旧

係留施設の本復旧

５．復興住宅（災害公営住宅等）

６．復興まちづくり
（１）防災集団移転・区画整理等

（２）被災した造成宅地

７．土砂災害対策

８．地盤沈下・液状化対策

液状化対策

地盤沈下対策
　　　（排水対策）

(公共施設と隣接宅
地等との一体的な液
状化対策の推進)

（液状化に関す
る研究及び技
術開発の推進）

各施設に共通する

技術的事項の検討
液状化に関する研究及び技術開発を推進し、成果を復興施策に順次反映

緊急

排水
浸水対策

の検討 浸水対策の実施

（※）関係部局が連携し、緊急防御を実施するとともに、浸水時に速やかな排水を実施できるよう排水ポンプ車を広域に配備

地方公共団体毎の復興計画を踏まえつつ、事業推進復興計画の策定

被災宅地危険度判定

の実施、

応急対策
造成宅地滑動崩落緊急対策事業等の実施により、

被災した造成宅地についての対策を推進

被災状況に
係る詳細な

調査等

被害状況把握・液状化対策に

関する工法等の検討
地方公共団体の対応方針を踏まえ、効果的、効率的な液状化対策を推進

地方公共団体の復興計画に従い、事業の推進を支援復興計画の策定

（地方公共団体）

土砂災害危険
箇所の
点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用し、降雨と土砂災害発生状況を考慮し、見直しを実施

地盤の緩んだ箇所等における砂防堰堤等の整備
（重要な保全対象を有する２４箇所についてはＨ２４年梅雨期を目途に緊急的な対策を完了予定。それ以外については概ね５年を目途に必要箇所の対策を完了）

崩壊が発生した箇所における緊急的な土砂災害対策の実施 ※宮城、福島、茨城、栃木、新潟各県の４１箇所
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１．復興道路・復興支援道路の緊急整備～早期ルート確定と新規事業化～
　東日本大震災により、太平洋沿岸の国道45号は被災・寸断されたが、これと並行して部分的に供用してい
た三陸沿岸道路は、津波浸水区間を避けて整備していたため、損傷がほとんどなく、発災後も国道45号の迂
回路や緊急輸送路として大きな役割を果たした。
　しかしながら、三陸沿岸道路は約４割しか供用しておらず、ネットワークとしての機能に課題があること、ま
た、日本海側及び日本海と太平洋を結ぶネットワークが弱く、救援のための迅速な物資輸送に課題があること
等が指摘され、復興構想会議においても「太平洋沿岸軸の緊急整備や、太平洋沿岸と東北道を繋ぐ横断軸の
強化を重点的に進めるべき」との提言がなされた。
　これらを受けて、復興道路としての三陸沿岸道路および復興支援道路としての東北横断自動車道釜石秋田
線等の横断軸の未事業化区間について、平成23年７月にルートの具体化に向けた作業に緊急着手し、地域の
皆様のご意見も踏まえ、約２箇月という短期間で８月30日にルート等を確定した。その後、社会資本整備審
議会道路分科会事業評価部会の審議を経て、平成23年度第３次補正予算において新規事業化した。
　三陸沿岸地域の１日も早い復興を図るためのリーディングプロジェクトとして、三陸沿岸道路等の復興道路・
復興支援道路の整備に取り組んでいる。

事業評価手続き

事 業 化

復興道路・復興支援道路のルート公表等の進め方

① 道路が通る概ねの範囲の提示（１ｋｍ幅）

② 概ねのルート、ＩＣの位置の提示（５００ｍ幅）

市町村・住民へ提示
意見聴取

③ ルートの確定

ルートを具体化する作業

７／１

市町村・住民へ提示
意見聴取

６／２５ 復興構想会議提言 など

復興の背骨となる太平洋沿岸軸（三陸縦貫道等）の形成

【復興道路】

太平洋沿岸地域と東北道を繋ぐ横断軸強化

【復興支援道路】

８／５

８／３０

※ 日付は三陸沿岸道路の場合

９／２０～

１０／２８

１１／２１

２．東北新幹線の復興
　東北新幹線が青森県内の八戸駅から新青森駅まで延伸・開業してか
ら、平成23年12月４日で１年を迎えた。東北新幹線には同年３月５日、
最高速度300kmの新型車両E５系「はやぶさ」が投入され、観光客誘
致等に期待が高まっていたが、その６日後に震災が発生した。仙台駅等
が被災し１箇月以上も運行できない状態が続いていたが、復興のシンボ
ルとして４月29日に一部区間で減速して運転を再開し、９月23日に通
常ダイヤの運行に戻った。延伸区間の八戸―新青森間は開業から12月
3日までの1年間（東日本大震災の影響を受けた３月11日～４月28日を除く）に268万人が利用した。１日

■はやぶさ

資料）東日本旅客鉄道（株）

インフラ・交通の復旧・復興における取組み事 例 当たりの乗客数は9,200人で、乗客数は在来特急だった前年より約２割増えた。９月の乗客数は前年比34％
増で、９月の青森県内34観光施設の入場者数が15％増えるなどの効果もあった。「はやぶさ」は24年度末に
は最高速度を320kmに上げ、東京―新青森間を最短約３時間５分で結ぶ予定である。

■東京～新青森（開業前は東京～青森）の所要時間

■八戸～新青森の1日当たり利用者数

開業前

49分短縮
開業後

３時間５９分
３時間1０分
（最高速度300km/h）

３時間５分
（最高速度320km/h）

平成24年度末
（予定） さらに５分

短縮（予定）

（注）平成24年度末には、宇都宮～盛岡間の最高速度が
320km/hになる予定

（注）震災の影響があった3-6月を除く年間での1日平均
　　　開業前：H21.12.4～H22.12.3
　　　開業後：H22.12.4～H23.12.3
資料）東日本旅客鉄道（株）

資料）東日本旅客鉄道（株）

-50.0%

-40.0%

-30.0%
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50.0%

0
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40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

青森県宿泊者数（H22年実績）

青森県宿泊者数（H23年実績）

前年同月比

（人）

（人）

（前年比）

資料）観光庁 「宿泊旅行統計調査（観光目的の宿泊者が50%以上で、
　　　従業者数10人以上の施設を対象）」より作成

■青森県延べ宿泊客数（主に観光目的）の推移

前年(同区間の特急)
と比べ
約22％増加

３．三陸鉄道の復興へ向けた動き
　岩手県沿岸部を走る三陸鉄道は、東日本大震災により甚大な被害を受け、総延長約108kmある全線のうち
３分の２が不通となっている。早期に開通した区間について、三陸鉄道株式会社（岩手県等出資の第３セク
ター）は「復興支援列車」と銘打ち、３月中は無料、４月以降も割引運賃で走り、「地元の足」としての役割を
果たしているが、月間の運賃収入は700万～800万円と震災前の約４分の１となった。
　しかしながら、三陸鉄道株式会社の物産の売上げは増加している。平成23年６月に復興
祈念の商品「きっと芽がでるせんべい」を売り出したところ、全国から注文が殺到し、生産が
間に合わない状況もあった。同年８月、津波で流されたレールを「復興祈願レール」と名付
け、10cm５万円、５cm３万円で200個限定で売り出したところ、これも全国からの支援に
より、１日で完売した。
　また、同年５月から開始した、社員がガイドを務める被災地視察ツアーも好評で、24年２
月時点までに約100団体1,500人以上が参加している。
　一方、東北運輸局は、東北鉄道協会（東北の民鉄、三セク鉄道、地下鉄等20社で構成）と連携して、震災に
よる長期間の運休や、運行再開したものの風評被害等により観光客が減少している三陸鉄道等の東北のロー
カル鉄道について、東日本大震災からの早期復旧と運行再開後の利用促進策等を支援するため、イベント「頑
張ろう三鉄の集い」、「がんばろう東北の鉄道！リレー写真展」の開催や、鉄道フェスティバル会場に三陸鉄道の
グッズ販売の特設ブースを設けるなど、様々な復興支援イベント「東北ローカル線復興支援キャンペーン」を実
施した。
　23年度第３次補正予算及び24年度予算において、復旧費用への補助が盛り込まれたことから、23年11月
から本格的な復旧工事に着手し、今後、復旧工事が完了した区間から順次運転を再開し、最終的には26年４
月頃に全線が運行再開する見込みである。

復興祈願レール

資料）三陸鉄道（株）
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3 居住の安定の確保

　東日本大震災では、12万棟を超える住家が全壊、24万棟を超える住家が半壊した。平成24年４月５日現
在、避難者34万４千人のうち、公営住宅等、応急仮設住宅、民間アパート等に入居している被災者は約32
万７千人となっている。
　うち、自力での住宅再建・取得が可能な被災者に対しては、（独）住宅金融支援機構による災害復興住宅融
資について融資金利の引下げ等の拡充を行ったほか、宅地のみに被害が生じた場合についても支援するため、
災害復興宅地融資を創設した。また、既往の貸付けについても、最長５年間の払込み猶予・返済期間の延長
や、猶予期間中の金利引下げ措置を実施している。
　また、自力での住宅再建・取得が困難な被災者に
対しては、東日本大震災が激甚災害であり、被災地に
おいては集中的に大量の公営住宅を整備する必要が
あることにかんがみ、通常よりも整備等に関し、地方
公共団体の負担が軽減される。さらに、特別な支援
措置として、災害公営住宅の用地取得造成費や、特に
収入の低い災害公営住宅入居者を対象とした更なる
家賃減額に係る費用、災害復興型地域優良賃貸住宅の整備費用等に対する補助制度を創設したほか、公営住
宅に関する入居者資格要件や譲渡に係る特例措置を講じた。
　そのほか、高齢化が進んでいるという被災地の事情を踏まえ、災害公営住宅を地域の福祉拠点として整備
するため、地方公共団体と連携した民間事業者等による高齢者生活支援施設等（デイサービス施設、訪問看
護ステーション等）の併設を支援する制度を創設するとともに、サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進
するため、その建設・改修費に対して支援を行った。

資料）福島県相馬市

被災高齢者の孤独状態を防ぐ共助生活住宅「相馬井戸端長屋」（災害公営住宅（福島県相馬市））図表 24

4 復興まちづくりの推進

　高台等への大規模な集団移転等が計画されている今回の復興においては、各自治体の進捗状況に差が生じ
ているところである。国土交通省は、こうした自治体に対し、その現場力・統合力・即応力を発揮して最大限
の支援に取り組んでいる。以下で、被災地における課題や、その解決を支援するための取組みについて紹介
する。

南リアス線荒川橋りょうの被害

久慈

陸中野田

小本

宮古

釜石

盛

三陸鉄道北リアス線

三陸鉄道南リアス線

田野畑

凡例

：運休中（太線）

：運転中（細線）

吉浜

運転中

運転中

平成２６年４月頃
運転再開見込み

平成２６年４月頃
運転再開見込み

平成２５年４月頃
運転再開見込み

北リアス線島越駅の被害

H24.4.1 運行再開
（北リアス線：田野畑～陸中野田間）

レールの復旧（H24.2.1より敷設開始）
（北リアス線：田野畑～陸中野田間）

資料） 国土交通省

三陸鉄道の運転再開

4. 東北地方の高速道路の無料開放
　東日本大震災による被災者支援及び復旧・復興支援のため、東北地方（水戸エリアの常磐道を含む）の高速
道路について、平成23年６月20日から無料開放を開始した。
　また、同年12月１日からは、これまでの無料開放の対象路線をもとに、被災地支援・観光振興・避難者支
援の観点から、対象エリア、車種等を見直した上で、24年３月31日まで無料開放を実施した。
　なお、24年４月１日からは、原子力発電所事故による避難者について、無料開放を継続している。

資料）国土交通省

※

※

新潟中央IC

広野

白河

安代

湯田

笹谷

西会津

災害公営住宅の整備状況（平成24年2月21日現在）図表 23

県 用地 設計着手 工事着手 供給計画

５地区
217戸

18地区
1,307戸

４地区
86戸

１地区
12戸

９地区
812戸

２地区
62戸

１地区
12戸

4,000～
5,000戸

12,000戸
（15市町）

全体計画
は未定

岩手県

宮城県

福島県

資料）国土交通省
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（東日本大震災復興特別区域法の成立）
　大震災からの円滑かつ迅速な復興を推進するため、
「東日本大震災復興特別区域法」が平成23年12月７
日に成立した。同法に基づく復興特別区域制度は、東
日本大震災で全部又は一部の区域が一定の被害を受
けた区域である市町村（平成24年４月末現在で227
市町村）は、被災した地域において、単独又は共同で
特例を活用するための計画作成を行うことができる
こととし、自らの被災状況や復興の方向性に合致し、
活用可能な特例を選択する仕組みである。特例措置
には、①許認可やゾーニングに係る手続きの簡素化や
許可基準の緩和、②宅地と農地の一体的な交換・整
備のための新たな事業手法の活用、③公営住宅の入
居基準の緩和等、④著しい被害を受けた地域におい
て被災自治体が実施する復興地域づくりに必要とな
る補助事業を幅広く一括した復興交付金の配分等が
含まれる。復興交付金（23年度第３次補正予算、事
業費ベース約1.93兆円、国費ベース約1.56兆円）は、
集落の高台移転や漁港整備等の復興地域づくりに必要なハード事業等である基幹事業（５省40事業、うち
国土交通省関係23事業）と、それに関連して自治体が行う効果促進事業等に対して配分され、追加的な国庫
補助及び地方交付税の加算により地方負担にもすべて手当した制度である。
　復興庁は、交付可能額について、24年3月に第1回目の通知（総事業費3,053.2億円）を行い、同年5月
に第2回目の通知（総事業費3,165.9億円）を行った。その内訳を金額ベースで見ると、災害公営住宅整備
事業が29％、防災集団移転促進事業が28％、造成宅地滑動崩落対策事業が5％を占めている。

・住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）

・造成宅地滑動崩落緊急対策事業【新規】

・津波復興拠点市街地整備事業【新規】

・市街地再開発事業

・都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業等）

・都市再生区画整理事業（市街地液状化対策事業）

・都市防災推進事業（市街地液状化対策事業）

・都市防災総合推進事業（津波シミュレーション等の計画策定等）

・下水道事業

・都市公園事業

・防災集団移転促進事業

・道路事業（市街地相互の接続道路）

・道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整理））

・道路事業（道路の防災・震災対策等）

・災害公営住宅整備事業
（災害公営住宅整備事業、災害公営住宅用地取得造成費等補助事業等)

・災害公営住宅家賃低廉化事業

・東日本大震災特別家賃低減事業【新規】

・公営住宅等ストック総合改善事業（耐震改修、エレベーター改修）

・住宅地区改良事業（不良住宅除却、改良住宅の建設等）

・小規模住宅地区改良事業（不良住宅除却、小規模改良住宅の建設等）

・住宅市街地総合整備事業（住宅市街地の再生・整備)

・優良建築物等整備事業（市街地住宅の供給、任意の再開発等）

・住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）

※第３次補正予算における対象事業：復興期間全体を通した場合には、内容が変更となる可能性がある。

資料）国土交通省

復興交付金　基幹事業（５省40事業）のうち国土交通省の23事業図表 27

岩手県（14市町村） 1,937.8億円

宮城県（22市町） 3,139.8億円

福島県（22市町村） 974.7億円

その他（24市町村） 166.6億円

合計（82市町村） 6,219.1億円

（注）合計は端数処理のため、一致しない場合がある。
資料）復興庁資料より国土交通省作成

復興交付金の交付可能額（事業費）（１回目+2回目）図表 25

資料）復興庁資料より国土交通省作成

災害公営住宅
整備事業 29%

防災集団移転
促進事業 28%造成宅地滑動崩落

緊急対策事業　5%

その他 38%
災害公営住宅
整備事業 29%

防災集団移転
促進事業 28%造成宅地滑動崩落

緊急対策事業　5%

その他 38%

復興交付金交付可能額の対象となる主な事業図表 26

（被災市街地の復興計画づくりへの支援）
　津波で浸水被害のあった被災市町村
の復興計画については、本州太平洋沿
岸の62市町村に対して被災状況等の調
査を実施した。そのうち、支援要請の
あった43市町村に対して国土交通省の
職員を派遣し、被災状況や都市の特性、
地元の意向等に応じた復興パターンの
分析を行い、これに対応する復興手法
等について調査検討を行うことにより、
技術的支援を行った。

（復興まちづくりの支援）
　復興計画における主な内容には、①市街地の整備、②沿岸部の高台移転・集落整備、③緊急輸送道路、避
難道路の整備、④雨水排水、上下水道施設の整備、⑤防災公園、震災復興シンボル公園の整備、⑥幹線道路
の高盛土化、⑦河川・海岸堤防の整備、⑧防潮林の整備等が含まれている。
　市町村が策定した復興計画を踏まえて、それぞれの地域のニーズに的確に対応した各種インフラの整備に
ついて支援を行っている。また、多様な事業手法（防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、造成宅地滑
動崩落緊急対策事業等）により、被災市街地の復興整備を強力に支援しているところである。

都市公園の整備

河川管理施設の整備

（河川改修、津波・高潮対策、
耐震対策等）

避難所等の整備
（避難所、備蓄倉庫、貯水槽、津波避難タワー等）

港湾施設の整備
（係留施設等）

海岸保全施設の整備
（堤防、侵食対策、耐震対策等）

市街地整備
（宅地の嵩上げ、液状化対策等）

下水道施設の整備

砂防施設の整備
（砂防、地すべり、急傾斜地対策等）

情報通信施設の整備

その他
（公共土木施設に係る整備等）

鉄道施設の整備

津波復興拠点支援施設等の整備

道路施設の整備

住宅関連施設の整備
（被災者用住宅、福祉施設等）

避難所等の整備
（避難所、備蓄倉庫、貯水槽、津波避難タワー等）

津波防護施設の整備
（閘門、胸壁等）

資料）国土交通省

復興まちづくりのための事業制度一覧（イメージ図）図表 29

資料）国土交通省

六カ所村、三沢市、おいらせ町、
八戸市、階上町

洋野町、久慈市、野田村、
普代村、田野畑村、岩泉町

宮古市、山田町

大槌町、釜石市

大船渡市

陸前高田市

気仙沼市

南三陸町

東松島市、女川町

石巻市

松島町、利府町、塩竃市、
七ヶ浜町、多賀城市

仙台市

名取市

岩沼市、亘理町、山元町

新地町、相馬市、南相馬市

浪江町、双葉町、大熊町、
富岡町、楢葉町

広野町、いわき市

北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、
水戸市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市

銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、
九十九里町、大網白里町、白子町、長生村、一宮町

関係省庁と連携しつつ、地元企業、漁協・
農業団体等の地元意見を十分把握しながら、

①被災現況等の調査・分析
②市街地復興パターンの検討

を調査。

●左記地区ごとに、地区担当チームを編成
し、責任体制を明確化。

●地元の自治体からの問合せや調整に、ワ
ンストップで対応するとともに、できる
限り現地に出向き、調査を実施。

●国土交通省内において各局横断的に連携
し調査を実施。

●東北地方整備局の復興支援体制とも十分
に連携。

●津波被災市町村数：６２市町村：①被災状況把握の調査単位

：②市街地復興パターンの検討
調査を実施した市町村

・被災現況等の調査・分析については、62市町村で
調査を実施。

・被災状況、都市特性等に応じた復興パターンの検討
については、原発事故に伴う警戒区域内市町村を除
き、市町村の要望に応じて４３市町村において調査
を実施。

津波被災市街地復興手法検討調査の実施体制図表 28
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（防災集団移転促進事業の推進）
　防災集団移転促進事業とは、災害が発生した地域
又は災害危険区域のうち住民の居住に適当でないと
認められる区域（移転促進区域）内にある住居の集
団的移転を促進するため、国が地方公共団体に対し
事業費の一部補助を行う事業である。最近では、平
成16年に発生した新潟県中越地震（115戸）、12年
に発生した有珠山噴火（152戸）、５年に発生した北
海道南西沖地震（55戸）の被災地において事業が実
施されるなど、これまで延べ35団体1,834戸の移転
を促進してきた。
　具体的な本事業のスキームは、地方公共団体が被
災した宅地を買い取り、移転先となる住宅団地を整備
し、住宅敷地を被災者に譲渡又は賃貸する。また、被
災者に対し、住居の移転に要する費用、敷地の取得や
住宅の建設のために住宅ローンを活用する際の利子
相当額を助成する。国は本事業に対して補助を行う
が、移転促進区域内の宅地等の買取りに係る補助に
ついては、住居の集団的移転が行われた後に、再び津
波等の災害に対して脆弱な構造の住宅が建設される
ことがないよう、移転跡地を建築基準
法第39条第１項に基づく災害危険区域
に指定し、条例による建築制限を行う
ことが補助要件となっている。
　東日本大震災の被災地においては、
追加的に、住宅団地の用地取得造成費
や住宅団地における住宅建設等に係る
補助限度額の引き上げ、住宅団地に関
連する公益的施設に係る用地取得造成
費の補助対象化、移転先住宅団地の規
模の要件を10戸以上から５戸以上に緩
和するなどの特例措置を講じた。また、
補助対象経費については、補助率分の復興交付金が交付され、さらに、地方負担分について追加的な復興交
付金と震災復興特別交付税が交付されるので、地方負担は発生しない。
　事業の実施に当たっては、集団移転というコミュニティ再生を行う事業であることから、関係する被災者の
事業に対する理解と合意形成が重要なポイントとなる。

（堤防の高さ設定）
　海岸堤防の高さについては、中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する
専門調査会」による報告を踏まえ、平成23年７月、比較的発生頻度の高い津波を対象に、堤防前面での津波

資料）国土交通省

防災集団移転促進事業のイメージ図表31

 実施年度
  団体名  移転 

原因となった災害
  都道府県名  市町村名 戸数
 昭和47～48 秋田県 河辺町 11 S47.7　梅雨前線による集中豪雨
 〃 宮崎県 えびの市 23 S47.7　集中豪雨による山腹崩壊
 48 〃 北郷町 14 S47.7　梅雨前線による集中豪雨
 48～49 熊本県 倉岳町 50 S47.7　九州大雨
 〃 〃 姫戸町 176 S47.7　九州大雨
 〃 〃 龍ヶ岳町 329 S47.7　九州大雨
 〃 滋賀県 愛東町 59 S47.9　台風20号
 〃 愛知県 小原村 22 S47.7　梅雨前線による集中豪雨
 〃 〃 藤岡村 27 S47.7　梅雨前線による集中豪雨
 〃 島根県 益田市 11 S47.7　の豪雨による崖崩れ
 49 山形県 平田町 16 S49.3　地すべり　
 49～50 〃 大蔵村 20 S49.4　山崩れ　
 〃 徳島県 神山町 25 S49.7　台風8号　
 50 青森県 佐井村 20 S50.7　集中豪雨　
 50～51 〃 岩木町 16 S50.8　集中豪雨　
 51 〃 黒石市 44 S50.8　集中豪雨　
 52～53 兵庫県 相生市 23 S51.9　台風17号　
 〃 徳島県 穴吹町 70 S51.9　台風17号　
 53～54 福島県 熱塩加納村 13 S53.6～7　の豪雨による地すべり　
 54 宮城県 仙台市 27 S53.6　宮城県沖地震　
 56～57 北海道 虻田町 21 S52.8　有珠山噴火に伴う地盤変動
 〃 新潟県 守門村 21 S56.1　雪崩　
 〃 〃 長岡市 15 S55.12　地すべり　
 〃 青森県 三戸町 12 S56.6　集中豪雨　
 58～59 東京都 三宅村 301 S58.10　三宅島噴火災害　
 〃 熊本県 松島町 10 S57.7　地すべり　
 平成5～7 長崎県 島原市 90 H3.6　雲仙岳噴火災害
 6 鹿児島県 溝辺町 12 H5.8　平成5年8月豪雨災害
 6～7 北海道 奥尻町 55 H5.7　北海道南西沖地震災害
 〃 長崎県 深江町 15 H3.6　雲仙岳噴火災害
 8～10 〃 島原市 19 H3.6　雲仙岳噴火災害
 13 北海道 虻田町 152 H12.3　有珠山噴火災害
 17～18 新潟県 長岡市 27 H16.10　新潟県中越地震等
 〃 〃 川口町 25 H16.10　新潟県中越地震等
 〃 〃 小千谷市 63 H16.10　新潟県中越地震等
 計 　　　　  延べ35団体  1,834 

資料）国土交通省

防災集団移転促進事業実施状況図表30

のせり上がりを加味した上で、海岸の利用や環境、景観等を総合的に考慮して設定する方法を国土交通省及
び農林水産省が示した。岩手県・宮城県・福島県等においても、この方法に基づき、関係市町村に説明した
上で下図のような高さを設定してきており、後背地の土地利用等と調整の上、実際に災害復旧を行う堤防高
を決定することとしている。

単位：ｍ（t.p）

新計画 震災前

●岩手県

洋野・久慈北海岸 12.0 12.0 12.0

久慈湾※１ 13.7 8.0 7.3～8.0

久慈南海岸 14.5 12.0 12.0

野田湾 21.4 14.0 12.0

普代海岸 18.4 15.5 15.5

田野畑海岸 23.0 14.3 14.3

岩泉海岸 20.2 14.7 13.3～14.3

田老海岸 16.3 14.7 10.0～13.7

宮古湾 11.6 10.4 8.0～8.5

重茂海岸 21.8 14.1 10.0

山田湾 10.9 9.7 6.6

船越湾 19.0 12.8 8.35～8.5

大槌湾 15.1 14.5 6.4

両石湾 22.6 12.0 6.4～12.0

釜石湾※１ 10.1 6.1 4.0～6.1

唐丹湾 21.0 14.5 11.8

吉浜湾 17.2 14.3 14.3

越喜来湾 16.9 11.5 7.9

綾里湾 23.8 7.9 7.9

大船渡湾外洋 17.4 14.1 7.9～9.0

大船渡湾※１ 10.4 7.2 3.0～3.5

大野湾 16.6 12.8 4.8～8.5

広田湾外洋 15.2 12.8 6.3

広田湾 18.3 12.5 4.95～6.5

●宮城県

唐桑半島東部 14.4 11.3 4.5～6.1

唐桑半島西部① 24.0 11.2 4.0～4.5

唐桑半島西部② 13.8 9.9 2.5～3.2

気仙沼湾 14.6 7.2 2.8～4.5

気仙沼湾奥部 8.9 5.0 2.8～4.5

大島東部 12.1 11.8 1.8～4.5

大島西部 12.1 7.0 2.5～5.1

本吉海岸 18.8 9.8 2.5～5.5

志津川湾 20.5 8.7 3.6～5.1

追波湾 14.9 8.4 2.6～4.5

雄勝湾 16.3 6.4 3.1～5.9

雄勝湾奥部 16.3 9.7 4.1～5.9

女川湾 18.0 6.6 3.2～5.8

牡鹿半島東部 20.9 6.9 4.4～5.1

牡鹿半島西部 10.5 6.0 2.9～4.6

万石浦 2.4 2.6 2.6

石巻海岸 11.4 7.2 4.5～6.2

松島湾 4.8 4.3 2.1～3.1

七ヶ浜海岸① 8.9 5.4 3.1～5.0

七ヶ浜海岸② 11.6 6.8 5.0～6.2

仙台湾南部海岸① 12.9 7.2 5.2～7.2

仙台湾南部海岸② 13.6 7.2 6.2～7.2

新地海岸・相馬海岸① 8.7 7.2 6.2

相馬海岸② 14.5 7.2 6.2

鹿島海岸 20.8
（遡上高）※２

7.2 6.2

原町海岸・小高海岸 - 7.2 6.2

浪江海岸・双葉海岸 - 7.2 6.2

大熊海岸 - 7.2 6.2

富岡海岸 - 8.7 6.2

楢葉海岸 - 8.7 6.2

広野海岸 8.9 8.7 6.2

久之浜海岸 7.9 7.2 6.2

四倉海岸・平海岸① 7.6 7.2 6.2

平海岸②・磐城海岸① 9.2 7.2 6.2

磐城海岸② 9.4
（遡上高）※２

7.2 6.2

勿来海岸 7.7 7.2 6.2

※１：久慈湾、釜石湾、大船渡湾は、湾口防波堤との組み合わせによる対策としている。
※２：海岸線付近の痕跡高が無い又は不足するため、遡上高（海岸線から内陸へ津波がかけ上がった高さ）を記載
※３：原町海岸から楢葉海岸については、警戒区域（東京電力福島第一原子力発電所半径20㎞圏内）のため、津波痕跡調査は実施されていない。

資料）岩手県、宮城県、福島県資料より国土交通省作成

今次津波
痕跡高

51015

堤防高
地域海岸名

●福島県

02025

※３

今次津波痕跡高

被災前計画堤防高

新計画堤防高

色

海岸堤防高の設定状況図表32
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（復興計画における事業類型）
　復興まちづくり計画を見ると、今次津波の対策として、リアス式海岸地域においては、高台移転を中心に行
うものが多い。平野部地域においては、道路等を盛土により嵩上げした防護線の内側への内陸移転を中心に
行うもの、あるいは、防護線内側における現地復興が見られる。内陸地域等、造成宅地の崩壊や液状化の被
害が大きかった地域においては、造成宅地の復旧を中心とした計画になっている。

移転

資料）宮城県東松島市復興基本方針

類型１　津波対策のため、高台移転を中心に行うもの
・住宅地を一括した一団造成地に移転

【例：宮城県東松島市野蒜地区】

類型２　津波対策のため、内陸部への移転を中心に
 行うもの
・沿岸部が砂浜であり、低地内に盛土構造の道路等の
整備による防護線を引くとともに、内陸部へ移転

【例：宮城県仙台市】

移転

資料）宮城県仙台市震災復興計画

類型３　住宅地等の現地復興を中心に行うもの
・津波対策のため、堤防の嵩上げ等により防護施設を
強固にすること、かつ、低地内の道路等の高盛土化
又は宅地の嵩上げにより現地復興

【例：宮城県多賀城市】

類型５　内陸部の崩壊宅地の復旧や液状化対策を中心とするもの
   地すべり・崩壊のあった宅地の復旧や液状化の状況調査・分析とそれに基づく宅地等の補修、再建等
【例：宮城県仙台市（丘陵地区）、茨城県神栖市、千葉県浦安市】

類型４　復旧事業及び津波対策強化の推進を中心と
　　　　するもの
・堤防等のインフラ復旧と防災公園等の津波対策関連
施設の整備

【例：岩手県普代村】

資料）宮城県多賀城市震災復興計画 資料）岩手県普代村災害復興計画

復興計画の類型図表33

　明治29年（1895年）６月15日に発生した明治三陸地震による津波の際には、高地移転は、一部の集落や
個々の分散移転等限定的であった。また、時間の経過とともに危機意識が薄れ、漁業等の生活利便性を優先
して被災地に戻る傾向があった。
　昭和８年（1933年）３月３日に発生した昭和三陸地震による津波の際には、明治三陸地震後に現地再建し
た者、高地移転後に低地に戻った者や新たな低地占有者等が被害にあった。このため、昭和三陸地震からの
復興に際しては、国や県の補助等により、相当広範に大規模な形で高地移転が行われた。

資料）国土地理院「チリ地震津波調査報告書」、山口弥一郎著「津浪と村」より岩手県、宮城県の部分を抽出して作成

  明治三陸地震　（明治29年） 昭和三陸地震　（昭和8年）

●規模  マグニチュード8.2 マグニチュード8.1

●死者数 岩手県 21,756人 1,514人
 宮城県 3,452人 306人

●流失倒壊 岩手県 5,446戸 4,962戸
 宮城県 1,377戸 1,611戸

●高地移転  一部の集落のみ 岩手県：23市町村57集落2,199戸（87,580坪）
  岩手県６箇所 宮城県：15町村68集落801戸（64,678坪） 
  宮城県４箇所

　明治29年、昭和８年の２つの津波からの教訓
　「高き住居は児孫の和楽　想へ惨禍の大津浪 此処より下に家を建てるな」
を伝える岩手県宮古市の姉吉に立つ「大津浪記念碑」

三陸の過去の津波災害と高地移転コ ラ ム

　最初は元屋敷は余り甚だしく荒れ果てた為、原地に復興しようとする
者もなかったと言うが、三、四年経ると誰かが一戸建ててみた。位置から
言えば、漁をするにも、また耕地とて荒める川底や須賀の一部に過ぎない
のであるから、便宜の点では小掛の比ではない。それに飲料水がどの程
度悪質であったか、分析の内容も知らないが、一度村人に悪いと叫び出さ
れると、矢も盾もたまらずに原位置に戻る傾向を生じた。かくして原位置
に復興を遂げた村が、再び昭和８年の災害に遭っている。（山口弥一郎著
「津浪と村」より抜粋）

24 国土交通白書

震災からの復興第 1 節

25国土交通白書

震災からの復興 第 1 節

震
災
か
ら
の
復
興
と
国
土
交
通
行
政
の
転
換

第　
章
1

第　
章
1

震
災
か
ら
の
復
興
と
国
土
交
通
行
政
の
転
換



（集団移転への地元合意）
　被災地域では復興計画の策定が進められ、今後は、
計画の中で定めた復興まちづくりに向けた防災集団
移転促進事業や土地区画整理事業等の具体的な事業
実施に向け、市町村において地域住民との調整を円
滑に進めていくことが最大の課題である。高台・内
陸部への集団移転をめぐって、地域住民の合意調整
等により、各自治体の進捗状況には差が発生してい
る。その主な理由は、移転先の土地購入や住宅の建
築費用が自己負担となっていることにある。移転前
の土地価格と移転先の土地価格では、後者が相当程
度高くなる場合が多く、住民の負担が大きい。
　国においては、このような被災者の負担を軽減する
観点から、①（独）住宅金融支援機構による災害復
興住宅融資の当初５年間の金利を０％とするなどの
金利の優遇、②ローン利子相当額への補助限度額の
引き上げ（406万円→708万円）等の措置を講じているところである。事業主体である地方公共団体によっ
ては、更なる被災者負担の軽減を図っている。例えば、仙台市においては、津波で被災した土地の評価額が
震災前に比べて相当程度下がる中、被災者が移転先の土地を市から借地して住宅再建する場合は、被災前後
土地価格差額と流失建物等の移転費用相当額の合算額相当分の期間の借地料を最大50年間、1,000万円を
上限に免除する支援策を講じている。また、東松島市においては、移転先の住宅敷地の地代を当初10年間無
償化する支援策を検討している。
　その他の課題として、岩手県・宮城県・福島県へのアンケートにおいて、既存宅地に抵当権が付いている
場合の買取りに時間を要することや、建物が流出した住民と残存している住民とで補償費が異なるという不
公平感があるとの指摘もある。

（事業実施体制の確保）
　図表35は、復興まちづくりにおいて必要となる土地区画整理事業や防災集団移転促進事業について、岩手
県・宮城県・福島県それぞれの県内事業数・規模の見込みをアンケートした結果である（平成24年３月１日
現在）。土地区画整理事業の３県の合計は約2,800haに及ぶ大規模なものであり、阪神・淡路大震災のとき
に実施された復興土地区画整理事業20地区255.9haの約10倍以上の事業規模である。
　また、防災集団移転促進事業についても、３県合計で約23,300戸となっており、昭和三陸地震津波後の集
団移転戸数約3,000戸（岩手県及び宮城県内）の７倍以上、昭和47年以来の過去事業累計の12倍以上と
なっている。

・移転の希望や住宅団地での住まい方に対する意向確認等の合
意形成に時間を要する。

・防災集団移転促進事業や漁業集落防災機能強化事業等の制度
上から、移転者の移転に対する補助や住宅再建に対するロー
ン利子の支援が異なるため、被災者に不公平感がある。

・移転跡地を買い取る際の価格（震災前と比べて減価するこ
と）。

・流失又は解体した建物の移転料が補助対象とならず、集落内
で不公平感があること。

・地権者の希望が多種多様（他自治体在住者の場合も）で、対
応職員が不足。

・仮設住宅で行政区（集団移転）単位でまとまって居住してい
ないため、合意形成が難航。

・相続発生や抵当権が付されているなど用地買収困難地が発生
した場合、土地買取りに時間を要し、被災者に対し土地代の
支払いが遅れる。

・移転促進区域内の用地買収が防災集団移転促進事業に参加す
る被災者の宅地及び農地に限られるため、虫食い状の用地買
収となり、跡地活用事業との進度が合わない場合、同一の地
権者に対し異なる時期の買収になる。　　

福島県

宮城県

岩手県

資料）国土交通省による３県へのアンケート調査（平成24年３月）

住民の合意形成における課題（岩手
県・宮城県・福島県へのアンケート）

図表34    土地区画整理事業   防災集団移転促進事業
 県 

地区数
  面積（ha） 

地区数 
 戸数（戸）

    （概数）   （概数）
 岩手県 24  1,000 66  4,000
 宮城県 30  1,600 158  17,300
 福島県 8  300 44  2,100
 合計 62  2,800 268  23,300
  （参考）阪神・淡路大震災土地区画整理事業 20  256
  （参考）防災集団移転促進事業    延べ  

1,834戸
 （昭和47年以降の実績累計）    35団体
※上記数字については、各県へのアンケート結果であり、実際の事業計画の数値とは異なる場合がある。
※合計は、端数処理のため、一致しない場合がある。

３月１日時点で各県が想定している事業に関するアンケート結果図表35

　東日本大震災による津波被害に係る市街地復興については、被災市町村における復興計画に位置付けられ
ている土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業の復興事業全体に占める事業量が特に大きいと考えら
れること、また、関係者間の合意形成や権利関係の調整等に専門性や経験が求められることから、専門職員
が特に不足する。
　このため、岩手県、宮城県、福島県及び仙台市より国土交通省に対して、これら事業の実施に向けて、全国
の自治体職員の長期派遣の斡旋について要請がなされた。これを受けて、各都道府県・政令指定都市に対し
て、職員派遣の調査・依頼を行い、全国から約160人の派遣の回答を得た。県とも連携しつつ派遣元と派遣
先との調整を行い、24年４月以降（前倒し可能なものは前倒しして）派遣を開始している。
　また、復興計画の策定等の技術支援を行うため、被災地方公共団体の要請を受けて、（独）都市再生機構に
対し専門職員の派遣を要請し、24年２月16日現在、岩手・宮城・福島県下の被災市町村等に73人の同機構
職員を派遣している。
　さらに、まちづくりの専門家の情報に
関する「復興まちづくり人材バンク」を
構築し、インターネット上で公開すると
ともに、被災地の自治体に対して情報提
供することにより、被災地の自治体や地
域住民による協議会等が必要とするま
ちづくり専門家を容易に検索すること
ができる環境整備を進めた。同データ
ベースには、24年３月末時点で684人
の情報が登録されている。

5 地域公共交通の確保と観光振興

（地域公共交通の確保維持）
　東日本大震災は、被災地域のバス交通等に甚大な影響を与えるとともに、地域の移動ニーズに大きな変化
をもたらし、避難所、仮設住宅等の被災者をはじめ、被災地域の住民の日常生活の重要な基盤である生活交
通の確保が大きな課題となった。
　被災地の生活交通は、復旧・復興の進捗段階に応じたニーズに対応するとともに、確実に確保されること
が極めて重要である。このため、平成23年度に創設された地域公共交通確保維持改善事業の活用により被

資料）国土交通省

地権者組織
まちづくり
協議会

自治会 市町村 ・・・

まちづくり専門家
登録

被災地における復興まちづくりに取り組む
市町村や住民組織等が、人材バンクから
最適なまちづくり専門家を選択、派遣

円滑な復興まちづくりを促進

人材バンク
を活用

専門家派遣

復興まちづくり人材バンク

復興まちづくり人材バンク図表36
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災地域の生活交通の確保・維持が柔軟かつ的確に実施されるよう、同事業の補助要件の緩和や事業手続の弾
力的運用等の特例措置を講じるとともに、23年度３次補正予算に所要額を計上した。これにより、121系統
の地域をまたがる幹線バス交通や29市町村の地域内の生活交通の確保・維持を支援した。具体的には、地
域をまたがる幹線バス交通ネットワークの確保・維持について、輸送量要件の緩和、バス車両の導入補助の
弾力化等を行い、今後も27年度末まで継続的に支援するとともに、市町村等地域内の日常の生活交通の確
保・維持について、仮設住宅、元々の集落と病院、商店、公的機関等の間の地域の実情に応じたバスや乗合
タクシー運行が可能となるよう25年度末まで継続的に支援していくこととしている。
　あわせて、この支援に当たっては、各市町村の取組みのサポートを行うため、現地を往訪し、仮設住宅等の
交通状況を踏まえた運行案の提案や関係者の合意形成のための調整等も実施している。

事例：岩手県陸前高田市
　既存バス系統について、仮設診療所、スーパーの仮設店舗の完成に合わせて、被災した海側市街地か
ら仮設施設等のある内陸側に運行ルートを変更したほか、仮設住宅住民の生活交通の確保のため、新た
に乗合タクシーの運行を開始した。
事例：宮城県女川町
　被災で運休中のＪＲ石巻線の代替バス運行開始に合わせ、避難所から代替バスの発着地点にアクセス
するバス運行を開始し、その後、仮設店舗の建設等まちの復興に合わせ、運行ルートの変更及び増便を
行い、高台に移設された仮設町役場を中心に仮設住宅や仮設店舗を結ぶ町民バスを運行している。

陸前高田乗合タクシー 女川町民バス

　また、大きな被害を受けた沿岸部の鉄道の復旧等のうち、三陸鉄道については、23年度第３次補正予算及
び24年度予算において、復旧費用の大半を国が補助することとなり、復旧の目途がたったことから、23年11
月から本格的な復旧工事に着手し、今後、復旧工事が完了した区間から順次運転を再開し、最終的には26年
４月頃に全線が運行再開する見込みである。
　さらに、まちづくりと一体となった復旧が必要と考えられるJR東日本の被災６路線（山田線、大船渡線、
気仙沼線、石巻線、仙石線及び常磐線）については、線区別の「復興調整会議（関係地方自治体、JR、東北
地方整備局、東北運輸局、復興庁）」の場を活用して鉄道事業者と関係地方自治体等との調整を支援してい
るところである。
　その結果、石巻線の渡波～女川駅間については、護岸の改修等を行い、女川駅を除いて25年度初の運転再
開を目指すこととなった。仙石線の高城町～陸前小野間については、ルート移設等により27年度のうちに全
線運転再開を目指すこととなり、また、常磐線の相馬～亘理間については、ルート移設等により鉄道工事着手
から３年程度で運転再開見込みとなった。加えて、気仙沼線については、BRT注による仮復旧の見込みとなっ
た。

　なお、山田線、大船渡線、気仙沼線については、今後、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルートの変更等も
含めた復興整備計画等を策定した後、これに基づき、復旧方針を決定することとなる。

（東北観光博等による観光振興）
　今回の大震災後、全国的に落ち込んでいる国内観光需要の着実な回復に向
け、官民合同による国内旅行振興キャンペーン「がんばろう！日本」による機
運醸成、モニターツアーによる潜在的旅行需要の掘り起こしを実施している。
　また、特に旅行需要が落ち込んだ東北地域への需要の喚起に向け、東北地
域全体を一種の博覧会会場と見立てた「東北観光博」を行い、官民を挙げた
一体的なキャンペーンを行うとともに、地域と観光客の交流がより促進される
新しい観光スタイルの実現に取り組んでいる。具体的には、東北地域への送
客の一層の強化とともに、主要な観光地域28箇所を核となる「ゾーン」とし、
地域に精通した「地域観光案内人」の配置、地域観光案内人が観光客をお迎
えする「旅のサロン」の設置、地域独自の滞在プログラムの提供促進、地域と旅行客の出会いを創る「東北
パスポート」の運用、観光情報の一元的な提供を行う「ポータルサイト」の運用等を行っている。これにより、
東北地域の観光入込客数を震災前水準に回復することを基本的な目標としつつ、さらに上積みを目指すとと
もに、多様な観光客に対する自由度が高い旅行環境の提供について、地域が主体となって持続的に推進でき
る仕組みの定着を図る。
　加えて、政府関連事業の実施や民間のイベント等の開催の働きかけにより復興を支援する、東北・北関東
への訪問運動を平成24年３月末より本格展開している。

6 復興事業の円滑な推進

（円滑な施工確保）
　復旧・復興工事が本格化する中、岩手県・宮城県・福島県の３県では、平成23年７月以降、建設技能労働
者が不足基調に転じ、同年10月には大幅な不足となったほか、労務単価の上昇等により落札者のいない入札
不調案件の増加傾向が生じ、事業における円滑な施工の確保が課題となった。
　このため、国、岩手県、宮城県、福島県、仙台市、（社）日本建設業連合会、（一社）全国建設業協会等関係
業界団体で構成する「復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会」を23年12月に発足させ、現況の情
報交換や対応について意見交換を重ね、復興のための人材の確保や予定価格の積算の適正化等に連携して
取り組むことを相互に確認した。24年２月、①建設企業への調査や統計調査結果等をもとに、予定価格に直
近の労務単価の実態を機動的に反映させるため、公共工事設計労務単価を改訂し、②主任技術者の現場配置
について、被災地域内の複数の工事で密接性・近接性が確保される場合には兼任を可能とするなどの取組み
を実施した。

東北観光博図表37

注　Bus�Rapid�Transitの略で、バス専用道路を走行することにより通常の路線バスより速達性・定時性を向上させた交通システム
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資料） 国土交通省

岩手県
（全工事種別）

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

宮城県
（土木一式工事：一般競争入札）

福島県
（土木一式工事：総合評価を含む条件付一般競争入札）

仙台市
（全工事種別）

入札件数　　　不調件数　　　不調発生率 入札件数　　　不調件数　　　不調発生率

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

入札件数　　　取止め件数　　　取止め発生率

 6月 7月 8月 9月 10月 11月

（件） （%）（件）

（%）（件） （件）

（%）
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岩手県・宮城県・福島県・仙台市における応札状況図表38

（事業促進PPPの推進）
　三陸沿岸道路等の復興道路の新規
事業化区間においては、民間の技術力
を活用した事業推進体制の導入（事業
促進PPP注）を図っている。事業促進
PPPでは、従来、発注者が行ってきた
施工前段階の業務について、民間技術
者チーム（「事業管理」、「調査・設計」、
「用地」、「施工」等の専門家で構成）が
発注者と一体となって、事業全体の最
適な進め方を検討・実施する。具体的には、新規事業化区間を概ね10～20kmごとに工区分けし、工区ごと
に民間技術者チームを配置し、事務所と連携して業務を実施する。これにより、復興道路事業の円滑な進捗・
早期整備を図ることとしている。

（被災地域の経済活動の復興に合わせたハード整備）
　鉄道や下水道等については、まちづくりの進捗状況に合わせて、立地、ルート変更の要否や規模等を検討・
整備する必要がある。また、港湾や海岸堤防等のインフラについては、後背地の産業復興や下水道処理施設
等の復旧に合わせて必要なものから順次復旧していく。復興需要後の新たな需要の創出に向けて、産業再生
特区等による企業誘致の取組みが始まっており、これに必要となる各種インフラ整備等の経済活動の復興に
合わせたハード整備も今後の課題である。

資料）国土交通省

事業促進 PPPの事業体制図表39

資料）国土交通省

福島第一原発

20mSv/年未満

11.6km

50mSv/年以上

6.6km 5.7km

20㎞圏

楢
葉
P
A

復旧工事再開区間

（約６km、H24年3月）

整備工事再開区間

（約６km、H24年3月）

至

い
わ
き

環境省による除染モデル事業実施箇所

49.1km

16.4km 14.3km 18.4km

20～50mSv/年

7.9km

常
磐
富
岡

20～50mSv/年

浪

江

8.8km

至

仙
台

南
相
馬

20mSv/年未満

40.9km 8.2km

整備工事中

広

野

警戒区域内の常磐自動車道の除染・復旧状況図表40

　東北地方の各地では、地域の様々な漁船の建造、修
繕、整備を担う中小造船会社が多く存在し、エンジン
整備や電気工事等の造船関連事業者と連携しながら、
地域の基幹産業である地元水産業の発展を支えてき
た。
　この度の東日本大震災では、東北の太平洋側に位置
する37の造船所すべてと多くの造船関連事業者が壊
滅的な被害を受けた。２万隻を超える多数の漁船が流
出・損壊し、大きな打撃を受けた地元水産業の早期復
興には、何よりも地域の造船産業の復旧・復興が不可
欠である。
　このため、国土交通省では、中小企業庁等、関係省
庁との連携により、「中小企業等復旧・復興支援（グループ化）補助事業」の活用支援や、設備の早期復旧に必
要な資機材の調達支援を行った。これにより、平成24年２月時点において、37造船所のうち33社が限定的
ながらも事業を再開している。また、地域に集積する造船産業の復興と将来の発展に向けて、各施設の共同
化・効率化のための計画づくりや、建造技能の高度化のための講習会等による「地域造船産業集積高度化支援
事業」を実施した。

造船業の復興へ向けた支援コ ラ ム

復旧した造船所での進水式

7 福島の復興・再生等

　原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島県の復興・再生を推進している。平成24年5月現在、
福島県内の避難者数約9.6万人、県外への避難者数約6.2万人となっており、合計約15.9万人が避難生活を
余儀なくされている。今後、警戒区域の見直しに合わせ、避難者の帰還支援を行うため、除染、インフラ整備
等の主要課題について政府内での一元的検討と県、市町村との連携を図っていくことが必要である。
　特に、警戒区域内の常磐自動車道については、早期復旧・供用に向けて、関係省庁及び東日本高速道路（株）
による放射線対策検討合同チームを設置している。20ミリシーベルト/年未満の区域では、平成24年３月に
工事に着手し、20ミリシーベルト/年以
上の区域では、24年3月に開始された
環境省の除染モデル事業の結果を踏ま
え、除染及び工事を進めることとしてい
る。
　また、24年３月31日に公布・施行さ
れた「福島復興再生特別措置法」に基
づき、国は、避難解除等区域復興再生
計画を策定し、公共施設の工事（道路、
河川等）の代行や公共施設の清掃等に
より当該施設の機能を回復する生活環
境整備事業を実施することとしている。

注　PPP：Public�Private�Partnership　の略（官民連携、公民協働の意）
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また、同法においては、公営住宅への入居資格の特例等により、避難者の居住の安定の確保を図ることとして
いる。

（下水道における放射性物質対策）
　東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射
性物質は、市街地の表面等に堆積し、特に合流式下水道（雨水
と汚水を合わせて収集する下水道）において、雨天時に下水処
理場に流入し、処理の過程で下水汚泥に濃縮され、下水汚泥及
び下水汚泥を焼却した焼却灰等から放射性物質が検出されるこ
ととなった。このため、従来はセメント原材料等建設資材、コ
ンポスト等緑農地利用等に活用されていた下水汚泥等の有効利
用・処分に支障をきたすことになった。
　原子力発電所の敷地外に放射性物質が飛散することは、現行
法で想定されていなかったため、内閣総理大臣を本部長とする
原子力災害対策本部が「放射性物質が検出された上下水処理
等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」を平成23年６月
に示し、その後、同年12月に環境省から「廃棄物関係ガイドラ
イン」が発出され、また、除染と汚染廃棄物の対策を二本柱と
する「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に
よる環境の汚染への対処に関する特別措置法（放射性物質汚
染対処特別措置法）」が24年１月１日に全面施行された。
　国土交通省では、（公社）日本下水道協会とともに「下水道における放射性物質対策に関する検討会」を
23年６月に開催し、下水処理場における放射性物質の挙動の解明と今後の推移の予測、周辺環境への影響、
情報提供のあり方、下水汚泥の減容化対策を含めた管理方法等について検討を行い、現時点の知見の集約と
して、同年11月25日に中間取りまとめを行った。
　「放射性物質汚染対処特別措置法」においては、放射性セシウムについての放射性濃度が8,000ベクレ�
ル/kgを超える廃棄物で国が指定した物については、指定廃棄物として取り扱われることとなり、基本方針
では、①指定廃棄物のうち、公共下水道・流域下水道に係る発生汚泥等の処理については国土交通省と連携
して環境省が行う、②指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行う、③廃棄
物の再生利用の推進のため、安全性を確保しつつ、可能な限り廃棄物からの再生品（セメントや再生砕石等）
の活用を図るものとする、とされており、今後同法に基づき、適切に処理が進むものと期待される。

第２節 震災後の国民意識の変化
（国民意識の変化）
　未曾有の震災である今回の東日本大震災は、防災
等に対する国民意識を大きく変えた。国土交通省が
平成24年１月末～２月に実施した国民意識調査（以
下「国民意識調査」）注において、「東日本大震災後
の考え方の変化」について聞いたところ、「防災意識
の高まり」（52.0％）が最多で、「節電意識の高まり」
（43.8％）、「家族の絆の大切さ」（39.9％）が続いた。
　また、「社会資本に求める機能」については、「安全・
安心を確保する機能」（74.4％）が最多で突出しており、
「高齢者、障害者対応の機能」（25.8％）、「環境対策の
機能」（24.1％）、「地域経済活性化の機能」（23.5％）、「省
エネ機能」（19.3％）が僅差で続いている。

（企業における災害対応意識の高まり）
　東日本大震災では、サプライチェーンの寸断によ
る生産減等、民間の経済活動に多大な影響が生じた。
そのため、企業行動においても、今回の震災を機に災
害対応の意識が高まり、災害時の事業継続体制を強
化する動きが見られる。具体的には、日銀さくらレポート（平成23年10月）において、多重性（リダンダン
シー）という観点から複数拠点で生産する体制づくりや工場等の移転・再配置を検討する動き、部材調達の
複線化や在庫の積み増し等を検討する動き等があると指摘されている。
　また、震災後、企業の社会的責任（CSR：Corporate�Social�Responsibility）という考え方に基づき、
寄付や物資供給のほかに、人の派遣といった支援を行う企業が見られた。これを機にボランティア休暇制
度を設ける企業もあった。会社内の部門横断でチームを作り被災地へ送り出す企業や、被災地で活動する
NPOの戦略づくりを支援する企業、昼休み時の活動を用意する企業等、多様な取組みが見られた。

注　�平成24年1月～2月に、全国の満20歳以上の男女を対象に、インターネットベースにて実施し、4,000人の回答を得た。地域、世代、性別による偏
りが生じないよう、実際の人口構成比に合わせて割付を行っている。

2011年3月に起こった東日本大震災後、あなたの考え方で変わったことは何ですか。
（3つまで）

防災意識の高まり
節電意識の高まり
家族の絆の大切さ

政治への関心の高まり
地域の絆の大切さ
健康意識の高まり

友人等との絆の大切さ
仕事観

疎開先確保の必要性
その他

52.0％
43.8％　　　　

39.9％      　　　　
20.4％　　　　　　　　　　　　　　　

15.1％  　　　　　　　　　　　　　　　　　
11.3％  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7.5％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.1％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.4％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.7％　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0 20 40 60（%）

資料）国土交通省「国民意識調査」

東日本大震災後の考え方の変化図表42

東日本大震災を踏まえて、あなたが社会資本に求める機能をお知らせください。
（２つまで）

安全・安心を確保する機能

高齢者、障害者対応の機能

環境対策の機能

地域経済活性化の機能

省エネ機能

国際競争力強化の機能

その他

74.4％

25.8％ 　　　　　　　　　　　　　　　

24.1％　　　　　　　　　　　　　　　　

23.5％　 　　　　　　　　　　　　　　　

19.3％ 　　 　　　　　　　　　　　　　　　

9.0％　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　

3.3％　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　

0 20 40 60 80（%）

資料）国土交通省「国民意識調査」

社会資本に求める機能図表43

東日本大震災を受けてBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）
において特に対策が必要と考える項目

工場等の連絡体制、従業員安全確認

ライフライン（電気・水道・ガス）の確保

原材料・部品の確保

資金調達（資金繰り計画）

代替物流手段の確保

指揮系統の明確化、権限の委譲

情報資産（サーバー等）の安全・稼働確保

事業の復旧順序、優先順位

拠点の分散（工場・管理部門）

0 10 20 30 40 50
（注）１　平成23年４月調査
　　　２　％数値は、10,769社を母数として、複数回答（最大３項目）により選択
　　　　　された割合。
資料）（株）帝国データバンク「BCPについての企業の意識調査」

46.2％

34.6％ 　　　　

34.5％ 　　　　

30.9％　　　　　　

26.7％       　　　　　

21.2％　　　　 　　　　　

13.3％  　　　　　　　　　　　　

12.6％　　　　　　　　　　　　　

11.1％ 　　　　　　　　　　　　　

（％）

東日本大震災を受けてBCPにおいて対策が必要と考える項目図表44

（注）１　平成23年８月調査
　　　２　上場企業時価総額上位100社対象
資料）有限責任監査法人トーマツ

製造業計　　　非製造業計　　　全体計

人 物資 寄付
0

20

40

60

80

100
（実施比率：%）

28％ 30％ 29％

65％

40％

55％

88％
78％

84％

企業による被災地支援実施状況図表45

 
都県名 累積保管量（t）  

 岩手県 約590

 宮城県 約22,000

 秋田県 －

 山形県 －

 福島県 約30,000 

 茨城県 約3,000 

 栃木県 約2,600

 群馬県 約5,300 

 埼玉県 約9,500 

 千葉県 約1,100

 東京都 約3,300

 神奈川県 約19,000 

 山梨県 約240

 長野県 約1,000 

 新潟県 －

 静岡県 －

 計 約97,000

資料）国土交通省

脱水汚泥等の保管量 
（平成 24 年２月３日現在）

図表41
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